
１．基本事項

　川崎市北部地域療育センター 評価対象年度

・事業者名　社会福祉法人　同愛会
・代表者名　理事長　髙山　和彦

・住所　横浜市保土ヶ谷区上菅田町１７４９
評価者

　平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 所管課

２．事業実績

３．評価　（評価段階：5～1,標準：3,加点割合：5→100%,4→80%,3→60%,2→40%,1→0%)

分類 項目 配点 評価段階 評価点

適切なサービス
の提供

支出に見合う効果等が図られているか

会計基準に基づく会計処理がなされているか

事業収支に関して適正な会計処理が為されているか

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供されたか

条例に基づく利用料等を適切に徴収しているか

利用者の意見・
要望への対応

サービス向上へ
の取組み サービス向上に向けた取組みがなされているか

現状分析、課題把握等を常に行っているか

利用者からの要望や意見に対して、迅速かつ適切に対応しているか

指定管理者制度活用事業　評価シート

事業成果

支出状況 5 3

（評価の理由）
・厚労省「保育所保育指針」を参考に保育士・児童指導員を対象とした「自己評価チェックリスト」に基づく研修をはじめとした多様な研修を実施、また
は参加し、支援の質の確保に努めている。
・療育センターの特徴である複数の職種が連携したチーム療育を掲げ、利用者個々の特性に生かした支援を行っている。

10

計画に基づく適正な支出が行われているか

平成２７年度

障害計画課長

健康福祉局障害保健福祉部
障害計画課

利用者に対する支援を着実に実施しているか
10 4

指定管理施設としての事業目的を達成することができたか

着眼点

通園定員　６０名 　　　 通園契約児数 ２３４名
診療所利用児数　　     年間延べ４，６４０名
リハビリ・検査実施数　　年間延べ４，６５８名

【収　入】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【支　出】
　○指定管理料　 ２８８，１５８千円　　　　　　　○人件費　　　２６０，３９１千円
　○給付費収入　　 ７９，６１２千円　　　　　　　○事務費　　　　１５，２３３千円
　〇利用料収入　　   ２，８０３千円　　　　　　　○事業費　　　　１６，６８３千円
　○診療報酬　　　  ２６，４３８千円　　　　　　　○施設管理費　３９，０４６千円
　○措置費収入　 　　　　　　　０円　　　　　　　〇施設整備費　　 ９，７０１千円
　○雑収入　　　　   　６，０８９千円　　　　　　　〇その他　　　　２５，０００千円
　〇補助金収入　　 　　　６７０千円
　　　　　　　　計　　４０３，７７０千円　　　　　　　　　　　　　計　　３６６，０５４千円

　・平成２７年度より指定管理者の運営となり、新しい試みとして、第１，３土曜日の開所（保育室・園庭解放）、退園時間を１５分遅くする、常勤医
師の配置等が行われ、通園　の療育プログラムとして、ドラムサークル（リズム楽器遊び）、食育の一環として野菜づくりが導入された。
・相談を受けた時点で、ケースワーカーのインテーク面接と医師の診察を同日に行い　より迅速な支援の提案が出来るようにした。
・センター内に各種委員会（ヒヤリハット・防災・給食等）を設置し、センターのサービス推進に取り組んだ。
・療育センターの特徴を生かし保育士・他専門職種の連携をはかり、定期的に通園クラスへの定期的な支援を行った。

利用者の障害特性に応じた個別支援等を実施しているか
8

4 8

（評価の理由）
・利用料や給付費等の請求は、適切に実施されている。
・概ね適切な会計処理により支出がなされている。
・金銭管理や会計手続きが適切に実施されている。

5 4

4

利用者への支援を適時かつ十分に行っているか

意見・要望の収集方法を確立しているか

3

4

4 810

5 4

計画通りの収入が得られているか

施設名称

事業者名

指定期間

収
支
状
況

サービス向上の取組

利用実績

収支実績

収入状況

利用者への支援

適切な会計手続
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3

5 3 3

5 3

基本協定に規定する業務の範囲を適切に実施しているか



連絡・連携体制

担当者のスキル
アップ

5 4 4

コンプライアンス 5 3 3

職員の労働条
件・労働環境

5 3 3

施設・設備の保
守管理

5 4 4

管理記録の整
備・保管

5 3 3

清掃業務

警備業務

備品管理 5 3 3

４．総合評価

71 評価ランク

評価点合計：100点満点,標準点:60点
評価ランク：A～E,標準:：Ｃ,A→80点以上,B→70点以上80点未満,C→60点以上70点未満,D→50点以上60点未満,E→50点未満
A→特に優れている,B→優れている,C→適正である,D→改善が必要である,E→問題があり適切な措置を講じる必要がある。

５．事業執行（管理運営）に対する全体的な評価

６．来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等

　仕様書に記載された管理運営に関する基本的な考え方を踏まえ、適切な運営が実施されており、職員配置についても、国が定める基準を踏まえた配置がさ
れているほか、常勤医師を配置し、利用者の支援が十分に行える配置とされている。
指定管理制度導入前と同様、通所定員６０人（児童発達支援：５０人、医療型児童発達支援１０人）を設定し、運営していることに加え、土曜日（月２回）開所し、
診察・インテーク・評価・訓練を可能としたこと、退園時間の延長により、支援の質・量共に向上がはかられた。
　また他機関との連携もはかりつつ、子どもの年齢、障害特性に合わせたニーズへの対応がきめ細やかに行われている。

　適切なサービスの提供に向けた研修の実施等の人材育成及び防災等緊急時の対応について、周知・徹底に努めること。

3
施設内及び敷地内の警備が適切に行われ、事件・事故・犯罪等の未然防止に役
立っているか

5

業務日誌・点検記録・修繕履歴等が適切に整備・保管されているか

施設内及び外構の清掃が適切に行われ、清潔な美観と快適に利用できる環境を維
持しているか

3

3

事故、犯罪、災害等から利用者を守ることができる適切な安全管理体制となっている
か（人員配置、マニュアル、訓練等）

3

スタッフが業務を適正に実施するための、適切な労働条件や労働環境が整備されて
いるか

法令遵守のルール（規則・マニュアル等）と管理・監督体制が整備され、適切な運用
が為されているか

（評価の理由）
・国の基準を踏まえ、常勤医師をはじめとした専門職（看護師、心理士等）が確保され、概ね仕様書上の必要な人員の配置が行われている。
・「防災マニュアル」を検討・作成し、実際にマニュアルに基づき職員が行動するよう体制づくりを行っている。
・法令等で定められた、毎月の防災訓練が適切に実施され、訓練後の反省会で出された意見をもとに改善が毎回行われている。

業務知識や安全管理、法令遵守に関する研修等が行われているか

安全・安心への
取組

4

5

5 4

（評価の理由）
・地域支援、外来療育、通園等、各事業共に概ね仕様書等に基き実施されている。
・第１，３土曜日の開所により、平日利用が出来なかった方への診察・インテーク面接・評価等が可能となり、利用者へのサービス向上につながった。
・施設内レイアウトを変更し効率的に部屋を活用することで、保育室の確保、より多くの利用希望者の受入れが可能となった。
・指定管理以前の事業を継続し、区役所・社会福祉協議会等、地域、関係機関との連携を密に行った。
・給食が委託業者となり、安心・安全な食材の購入、管理栄養士との連携による食育の実施が行われた。
・苦情受付窓口や解決責任者の設置、第三者委員会の取組みに加え、利用者の意見を受け止め迅速に対応改善を図るために「サービス改善プロ
ジェクト」を発足させ、サービス向上に取り組んでいる。
・通園では、アンケート調査を実施し、その結果を基に「所長懇談会」を行い　より利用者の意見を取り入れ迅速に対応することに努めた。
・利用者の駐車場確保のために、施設車の駐車を敷地外にすることで、利用者を利便をはかった。
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評価点合計 B

（評価の理由）
・屋内の定期保守点検や清掃、警備について、仕様書どおり実施されている。
・施設管理については、専任の用務スタッフが随時点検・補修等を行っている。

所管課との連絡・連携が十分に図られているか

緊急時の連絡体制を構築しているか

安全な利用に支障をきたすことのないよう、施設・設備の保守点検や整備等を適切に
実施しているか

設備・備品の整備や整頓、利用者が使用する消耗品等の補充が適切に行われてい
るか

必要な人員が必要な場所に適切に配置されているか


